
 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づいて、川崎

市南部リハビリテーションセンター南部日中活動センターの指定管理者を次のとおり指定

しましたので、川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福祉施設条例（昭和４

６年川崎市条例第１０号）第３２条第３項の規定により告示します。 

 

 

令和７年１１月１３日 

 

川崎市長 福 田 紀 彦       

 

 

管理を行わせる施設の

名称及び所在地 

川崎市南部リハビリテーションセンター南部日中活動センター 

川崎市川崎区日進町５番地１ 

指定管理者 

（所在地）広島市安佐北区小河原町１２８１番地 

（名 称）社会福祉法人三篠会 

（代表者名）理事長 酒井 亮介 

指定期間 
令和８（２０２６）年４月１日から 

令和１３（２０３１）年３月３１日まで 
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